
平成31年度福岡家庭裁判所裁判事務の分配，裁判官の配置，

代理順序及び開廷等日割

平成31年4月1日現在

1 本庁

1 裁判事務の分配

（1） 家事部

ア事務の分担

家事事件及び訴訟等事件

イ裁判官に対する裁判事務の分配

（ｱ） 合議制

（ｲ） 一人制

別表1 「本庁家事事件事務分配割合表」記載のとおり分配する。

（2） 少年部

ア事務の分担

少年事件

イ裁判官に対する裁判事務の分配

同合議制

㈹一人制

別表2 「本庁少年事件事務分配割合表」記載のとおり分配する。

（3） 事件の配布方法

各事件は，次の定めによるほか，受理の順序に従い，当該事件を担当す

る各裁判官の割合により順次配布する。

ア家事事件・訴訟等事件及び少年事件

（ｱ） 特別配布，配布停止及びその解除，期間を限った配布割合の変更

は，裁判官の間の協議による。

m他の裁判官が担当している事件と関連のある事件及び複数当事者

等のため特別な処理を必要とする事件については，裁判官の間の協

議又は別に申し合わせるところによる。

イ家事事件・訴訟等事件

け） 寄与分事件は，基本事件である遺産分割事件の担当裁判官に， 当

事者を同じくする等の関連事件は，最も早く受理した事件の担当裁

判官に，配布する。

（ｲ） 割合の定めにかかわらず，家事事件手続法274条による家事調

停事件は調停に付した家事審判事件又は人事訴訟事件の担当裁判官
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が， 同法272条4項により申立てがあったとみなされた家事審判

事件は不成立となった家事調停事件の担当裁判官が， それぞれ担当

する。

（ｳ） 差戻しを受けた事件は，別表1記載の事件類型ごとに，原審を担

当した裁判官以外の裁判官に， 同表記載の割合と同じ割合で配布す

る6

脚再審事件は，別表1記載の事件類型ごとに，同表記載の割合と同じ

割合で順次配布する。

鮒家事雑事件は，基本事件の担当裁判官が担当し，基本事件がない場

合は，別に申し合わせるほかは，別表1記載の事件類型ごとに同表記

載の割合と同じ割合で順次配布する。

㈲家事共助事件は，別表1記載の事件類型ごとに， 同表記載の割合

と同じ割合で順次配布する。

㈱不在者財産管理及び相続財産管理に関する審判事件（これに関連

する事務処理を含む。 ）の担当については，別に申し合わせるところ

による。

（ｸ） 甘木出張所において調停を行う旨の決定をした調停事件について

は，別に申し合わせるところによる。

ウ少年事件

例抗告審から差し戻され又は移送された少年事件は，原審担当裁判

官以外の裁判官に配布する。

（ｲ） 令状請求事件及び児童虐待の防止等に関する法律に規定する臨検

捜索許可状請求事件並びに観護措置（同行状により同行されたもの

を含む。 ） ，観護措置に対する異議申立事件，みなし勾留における国

選弁護人の選任手続及び裁量による国選付添人の選任手続（少年法

22条の3第2項）は，別に申し合わせるところによる。

裁判官の配置

家事部

ア合議制

裁判長 判事（部総括） 藤田光代

判事 武野康代

判事 富張真紀

判事 古市朋子

判事 吉野内謙志

判事補（特） 岡田 卓

判事補（特） 琴岡佳美
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判事補（特） 樺山倫尚

合議事件は，判事（部総括）藤田光代を裁判長とし，上記裁判官の協

議により合議体を構成して処理する。

イー人制

判事（所長）

判事（部総括）

判事

判事

判事

判事

判事

判事補（特）

判事補（特）

判事補（特）

岸和田

藤田

向野

武野

富張

古市

吉野内

岡田

琴岡

樺山

羊
光

一

代
剛
代
紀
子

康
真
朋
謙 士心

卓
美
尚

佳
倫

(2) 少年部

ア合議制

裁判長 判事（部総括）

判事

判事

判事

判事

判事補（特）

判事補（特）

判事補（特）

剛
代
紀
子

向野

武野

富張

古市

吉野内

岡田

琴岡

樺山

康
真
朋
謙 士心

卓
美
尚

佳
倫

合議事件は，判事（部総括）向野剛を裁判長とし，上記裁判官の協議

又は別に申し合わせるところにより，合議体を構成して処理する。

イー人制

判事（部総括） 向野 剛

判事補（特） 樺山倫尚

3代理順序

（1） 司法行政事務

ア所長に差し支えがあるときの司法行政事務は，判事（部総括）藤田光

代，判事（部総括）向野剛が順次代理する。

イ部の事務を総括する裁判官に差し支えがあるときは， 当該部の判事

（判事補の職権の特例等に関する法律第1条の規定によって，判事の

権限を有する者を含む。 ）が当該部の配置順序に従って順次代理し，
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なお差し支えがあるときは，所長の指名する裁判官が代理する。

(2) 裁判事務

ア裁判長に差し支えがあるときは，それぞれ当該部の判事（判事補の

職権の特例等に関する法律第1条の規定によって，判事の権限を有す

る者を含む。 ）が第1の2の配置順序に従って順次代理し，なお差し支

えがあるときは，所長の指名する裁判官が代理する。

イ部員である裁判官に差し支えがあるときは，所長の指名する裁判官

が代理する。

4 開廷等日割

（1） 合議事件

’2） 家事一人制事件

随時

家事審判事件

判事（所長）

判事（部総括）

判事

判事

判事

判事

判事

判事補（特）

判事補（特）

判事補（特）

家事調停事件

判事（部総括）

判事

判事

判事

判事補（特）

人事訴訟事件，

判事

判事補（特）

判事補（特）

ア

随時

木曜日

随時

水曜日

木曜日

火曜日

随時

随時

月曜日

随時

岸和田

藤田

向野

武野

富張

古市

吉野内

岡田

琴岡

樺山

羊
光

一

代
剛
代
紀
子

康
真
朋
謙 士心

卓
美
尚

佳
倫

イ

火・水・金曜日

火・木・金曜日

月・水・金曜日

月・水・木曜日

月・火・木曜日

藤
武
富
古
琴

光
康
真
朋
佳

代
代
紀
子
美

田
野
張
市
岡

通常訴訟事件

吉野内謙

岡田

琴岡佳

ウ

月．木曜日

火．金曜日

水曜日

士
心

卓
美

(3) 少年一人制事件

少年保護事件，準少年保護事件

判事（部総括） 向野

判事補（特） 樺山倫

月・火・木・金曜日

月・火・木・金曜日

剛
尚
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ただし，急を要する事件については，随時，審判若しくは調停を行い，

又は開廷する。

第22 飯塚支部

1 裁判事務の分配及び裁判官の配置

（1） 家事事件及び訴訟等事件 判事（支部長） 高橋亮介

合議事件は，判事（支部長）高橋亮介を裁判長とし，その都度，飯塚

支部在勤裁判官で構成して処理する。

（2） 少年事件 判事（支部長） 高橋亮介

判事 栩木有紀

判事補（特） 鈴木拓磨

合議事件は，判事（支部長）高橋亮介を裁判長とし，上記裁判官で構成し

て処理する。

2裁判官に対する裁判事務の分配

’1） 家事事件及び訴訟等事件 判事（支部長） 高橋亮介

’2） 少年事件

別表3 「飯塚支部少年事件事務分配割合表」記載のとおり分配する。

’3） 方法

ア各事件は，前記第1の1の(3)ア，ウ(ｱ)記載の定めと同様とするほか，

受理の順序に従い， 当該事件を担当する各裁判官の割合により順次分

配する。

イ執務時間外の令状請求事件及び観護措置，みなし勾留における国選

弁護人の選任手続及び裁量による国選付添人の選任手続並びに児童虐

待の防止等に関する法律に定める臨検捜索許可状請求事件の処理は，

直方支部及び田川支部の裁判官を加えた全裁判官で申し合わせるとこ

ろによる。

3 代理順序

（1） 支部長に差し支えがあるときの司法行政事務は，判事栩木有紀，判事

補（特）鈴木拓磨が順次代理する。

（2） 裁判長に差し支えがあるときは，判事栩木有紀，判事補（特）鈴木拓磨

が順次代理する。

（3） 裁判官に差し支えがあるときの裁判事務は，支部長の指名する裁判官

が代理する。

（4） 合議事件につき，合議体を構成できない場合は，直方支部又は田川支

部の裁判官のてん補を受けて，合議体を構成して処理する。

（5） 以上をもってもなお，合議事件につき，合議体を構成できないときは，
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所長の指名する福岡家庭裁判所本庁に配置された裁判官ないし福岡地方

裁判所本庁に配置された家庭裁判所兼務のある裁判官が代理する。

4 開廷等日割

（1） 家事審判事件 火．金曜日

（2） 家事調停事件 火．金曜日

（3） 人事訴訟事件，通常訴訟事件 水．木曜日

（4） 少年保護事件 月・火・水・木・金曜日

ただし，急を要する事件については，随時，審判若しくは調停を行い，

又は開廷する。

第3 直方支部

1 裁判事務の分配及び裁判官の配置

家事事件及び訴訟等事件 判事（支部長）向井敬二

2 代理順序

（1） 支部長に差し支えがあるときの司法行政事務及び裁判事務は，飯塚支

部長の指名する同支部の裁判官が代理し，なお差し支えがあるときは，田

川支部長の指名する同支部の裁判官が代理する。

（2） 以上をもってもなお差し支えがあるときは，所長の指名する福岡家庭

裁判所本庁に配置された裁判官が代理する。

3 開廷等日割

（1） ．家事審判事件 月曜日

（2） 家事調停事件 月曜日

（3） 人事訴訟事件，通常訴訟事件 火．木曜日

ただし，急を要する事件については，随時，審判若しくは調停を行い，

．又は開廷する。

第4 久留米支部

1 裁判事務の分配及び裁判官の配置

（1） 家事事件及び訴訟等事件 判事（支部長） 岡田 健

判事 田 中健司

判事 田辺麻里子

判事 向 健志

判事 三田健太郎

判事補（特） 大西正悟

合議事件は，判事（支部長）岡田健を裁判長とし，上記裁判官の協議に

より合議体を構成して処理する。
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（2） 少年事件 判事（支部長） 岡田 健

判事 田中健司

判事 三田健太郎

判事補（特） 大西正悟

合議事件は，判事田中健司を裁判長とし，判事三田健太郎及び判事補

（特）大西正悟で合議体を構成して処理する。

2 裁判官に対する裁判事務の分配

（1） 家事事件及び訴訟等事件

別表4 「久留米支部家事事件事務分配割合表」のとおり分配する。

（2） 少年事件

別表5「久留米支部少年事件事務分配割合表」記載のとおり分配する。

（3） 方法

ア各事件は，前記第1の1の(3)のア，イ｢ｱ)ないし(二d, ウ、記載の定めと

同様とするほか（ただし， 「別表1」を「別表4」 と読み替える。 ） ，

受理の順序に従い， 当該事件を担当する各裁判官の割合により順次分

配する。

イ執務時間外の令状請求事件，観護措置，みなし勾留における国選弁

護人の選任手続及び裁量による国選付添人の選任手続並びに児童虐待

の防止等に関する法律に定める臨検捜索許可状の請求事件の処理は，

柳川支部及び大牟田支部の裁判官を加えた全裁判官で申し合わせると

ころによる。

3 代理順序

（1） 支部長に差し支えがあるときの司法行政事務は，判事田中健司，判事

田辺麻里子が順次代理し，なお差し支えがあるときは，支部長の指名する

裁判官が代理する。

（2） 裁判長に差し支えがあるときは，判事田中健司，判事田辺麻里子が順

次代理し，なお差し支えがあるときは，支部長の指名する裁判官が代理す

る。

（3） 裁判官に差し支えがあるときの裁判事務は，支部長の指名する裁判官

が代理する。

(4) 合議事件につき，合議体が構成できない場合は，柳川支部又は大牟田

・支部の裁判官のてん補を受けて，合議体を構成して処理する。

（5） 以上をもってもなお，合議事件につき合議体を構成できないときは，

所長の指名する福岡家庭裁判所本庁に配置された裁判官又は福岡地方裁

判所本庁に配置された家庭裁判所兼務のある裁判官が代理する。

4 開廷等日割
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(1) 家事審判事件 随時

(2) 家事調停事件 火・水・木・金曜日

(3) 人事訴訟事件，通常訴訟事件 火・水・木・金曜日

(4) 少年保護事件 月．水曜日

ただし，急を要する事件については，随時，審判若しくは調停を行い，

又は開廷する。

第5 柳川支部

1 裁判事務の分配及び裁判官の配置

家事事件及び訴訟等事件 判事（支部長）坂本隆－

2 代理順序

（1） 支部長に差し支えがあるときの司法行政事務及び裁判事務は，大牟田

支部の裁判官が代理し，同支部の裁判官に差し支えがあるときは，久留米

支部長の指名する同支部の裁判官が代理する。

（2） 以上をもってもなお差し支えがあるときは，所長の指名する福岡家庭

裁判所本庁に配置された裁判官が代理する。

3 開廷等日割

（1） 家事審判事件 水．金曜日

（2） 家事調停事件 水．金曜日

（3） 人事訴訟事件，通常訴訟事件 月．木曜日

ただし，急を要する事件については，随時，審判若しくは調停を行い，

又は開廷する。

第6 大牟田支部

1 裁判事務の分配及び裁判官の配置

家事事件及び訴訟等事件 判事（支部長）秋本昌彦

2 代理順序

（1） 支部長に差し支えがあるときの司法行政事務及び裁判事務は，柳川支

部の裁判官が代理し， 同支部の裁判官に差し支えがあるときは，久留米

支部長の指名する同支部の裁判官が代理する。

（2） 以上をもってもなお差し支えがあるときは，所長の指名する福岡家庭

裁判所本庁に配置された裁判官が代理する。

3 開廷等日割

（1） 家事審判事件 月．水曜日

（2） 家事調停事件 月．水曜日

（3） 人事訴訟事件，通常訴訟事件 火．金曜日
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ただし，急を要する事件については，随時，審判若しくは調停を行い，

又は開廷する。

第7 八女支部

1 裁判事務の分配及び裁判官の配置

家事事件及び訴訟等事件 判事 向 健志（てん補）

2 代理順序

（1） 裁判官に差し支えがあるときの司法行政事務及び裁判事務は，久留米

支部長の指名する同支部の裁判官が代理する。

（2） 以上をもってもなお差し支えがあるときは，所長の指名する福岡家庭

裁判所本庁に配置された裁判官が代理する。

3 開廷等日割

、 （1） 家事審判事件 火．木曜日

（2） 家事調停事件 火．木曜日

（3） 人事訴訟事件，通常訴訟事件 月．水曜日

ただし，急を要する事件については，随時，審判若しくは調停を行い，

又は開廷する。

8 小倉支部

1 裁判事務の分配及び裁判官の配置

（1） 家事事件及び訴訟等事件 判事（支部長）青木 亮

判事 佐々木信俊

判事 大原純平

判事補（特） 三好 治

判事補 高野将人

判事補 坪田良佳

合議事件は，裁判長を判事佐々木信俊とし，判事（支部長）青木亮を除

くその余の上記裁判官で合議体を構成して処理する。

（2） 少年事件 判事（支部長）青木 亮

判事 佐々木信俊

判事 大原純平

判事補（特） 三好 治

判事補 君塚知弥子

判事補 加島一十

合議事件は，裁判長を判事佐々木信俊とし，判事（支部長）青木亮を除

くその余の上記裁判官で合議体を構成して処理する。

第8
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2裁判官に対する裁判事務の分配

（1） 家事事件及び訴訟等事件

別表6 「小倉支部家事事件事務分配割合表」記載のとおり分配する。

（2） 少年事件

別表7 「小倉支部少年事件事務分配割合表」記載のとおり分配する。

（3） 方法

ア各事件は，第1の1の(3)ア，イ(ｱ)ないし(ｴ)， ウ同記載の定めと同様と

するほか（ただし， 「別表1」を「別表6」 と読み替える。 ） ，受理の

順序に従い， 当該事件を担当する各裁判官の割合により順次分配する。

イ令状請求事件及び児童虐待の防止等に関する法律第9条に定める臨

検捜索許可状の請求事件，観護措置，観護措置決定（合議体で同決定を

した場合を含む。 ）に対する異議申立事件，みなし勾留における国選弁

護人の選任手続及び裁量による国選付添人の選任手続（少年法22条

の3第2項）については，別に申し合わせるところによる。

3代理順序

（1） 支部長に差し支えがあるときの司法行政事務は，判事佐々木信俊が代

理し，判事佐々木信俊に差し支えがあるときは，支部長の指名する裁判

官が代理する。

（2） 裁判長に差し支えがあるときは，判事（判事補の職権の特例等に関す

る法律第1条の規定によって，判事の権限を有する者を含む。 ）が，第

8の1の配置順序に従ってそれぞれ代理し,なお差し支えがあるときは，

支部長の指名する裁判官が代理する。

（3） 裁判官に差し支えがあるときの裁判事務は，支部長の指名する裁判官

が代理する。

（4） 以上をもってもなお合議事件につき合議体を構成できないときは，所

長の指名する福岡家庭裁判所本庁に配置された裁判官又は福岡地方裁判

所本庁に配置された家庭裁判所兼務のある裁判官が代理する。

4 開廷等日割

（1） 合議事件 随時

（2） 家事一人制事件

ア家事審判事件 随時

イ家事調停事件

判事（支部長）青木 亮 月・木・金曜日

（ただし，金曜日は臨時開廷）

判事 佐々木信俊 火。木曜日

判事 大原純平 水．金曜日

10



判事補（特） 三好 治 月・水曜日

ウ人事訴訟事件，通常訴訟事件

判事 佐々木信俊 水・金曜日

判事 大原純平 火．木曜日

(3) 少年一人制事件

少年保護事件，準少年保護事件

判事（支部長）青木 亮 水曜日

判事 佐々木信俊 金曜日

判事 大原純平 水．金曜日

判事補（特） 三好 治 月・火・水・木曜日

ただし，急を要する事件については，随時，審判若しくは調停を行い，又

は開廷する。

9行橋支部

1 裁判事務の分配及び裁判官の配置

（1） 家事審判事件（別表第一事件及び別表第二事件のうち12ないし1

4項の事件［以下「遺産分割関連事件」 という。 ］ ） ，家事調停事件

（遺産分割関連事件）

判事（支部長） 長尾洋子

（2） 家事審判事件（遺産分割関連事件を除く別表第二事件） ，家事調停事件

（遺産分割関連事件を除く。 ） ，人事訴訟，通常訴訟事件

判事 長尾 崇

（てん補）

（3） 前記(1)及び(2)以外の事件は，基本事件の担当裁判官が担当し，基本事件

がない場合は，判事（支部長）長尾洋子が担当する。

2代理順序

（1） 支部長に差し支えがあるときの司法行政事務については，小倉支部長

の指名する同支部の裁判官が代理する。

（2） 裁判官に差し支えがあるときの裁判事務は，行橋支部配置の裁判官が

交互に代理し，なお差し支えあるときは，小倉支部長の指名する同支部の

裁判官が代理する。

3 開廷等日割

（1） 家事審判事件 火・木曜日

（2） 家事調停事件 火．木曜日

（3） 人事訴訟事件，通常訴訟事件 火.木曜日

ただし，急を要する事件については，随時，審判若しくは調停を行い，又

第9
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_／

は開廷する。

第10 田川支部

1 裁判事務の分配及び裁判官の配置

（1） 家事事件及び訴訟等事件 判事(支部長） 栩木純一

（2） （裁判事務の分配なし） 判事 長尾 崇

2 代理順序

（1） 支部長に差し支えがあるときの司法行政事務及び裁判事務は，判事長

尾崇が代理し，なお差し支えがあるときは，飯塚支部長の指名する同支部

の裁判官，直方支部の裁判官が順次代理する。

（2） 以上をもってもなお差し支えがあるときは，所長の指名する福岡家庭

裁判所本庁に配置された裁判官が代理する。

3 開廷等日割

’1） 家事審判事件 水曜日

’2） 家事調停事件 金曜日 ・火曜日 （臨時）

（3） 人事訴訟事件，通常訴訟事件 月曜日 ・木曜日 （臨時）

ただし，急を要する事件については，随時，審判若しくは調停を行い，又

は開廷する。
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(別表1）

本庁家事事件事務分配割合表

※1 「児童福祉法28条事件等」 とは，別表第一審判事件のうち，児童福祉法28条事件及び同法33条事件並
びに「親権喪失，親権停止又は管理権喪失」 ， 「親権喪失，親権停止又は管理権喪失の審判の取消し」及び「親権
又は管理権を辞し，又は回復するについての許可」に関する事件をいう。

※2 「その他の別表第一事件」 とは，別表第--審判事件のうち，後見等関係事件，子の氏の変更事件，財産管理
事件，相続放棄申述等事件及び児童福祉法28条事件等を除く事件をいう。

※3 「遺産分割事件」 とは，遺産分割事件，寄与分事件，遺留分減殺事件及び祭祀承継者指定（相続）事件をい
う。

※4 「その他の別表第二事件」 とは，別表第二審判事件のうち，遺産分割事件を除く事件をいう。

※5 「その他の調停事件」 とは，遺産分割事件を除き，審判移行した事件を含む事件をいう。

審判事件

後見等

関係事

件

子の氏

の変更

事件

財産管
理事件

相続放

棄申述
等事件

児童福

祉法2

8条事

件等

(※1）

その他

の別表

第一･事
件

(※2）

遺産分
割事件

(※3）

の他

別表

二事

、
そ
の
第
件
(※4）

調停事件

遺産分
割事件

(※3）

その他

の調停
事件

(※5）

人事訴訟関係事件

人事訴

訟事件

通常訴

訟事件

保全命
令申立

事件

判事(所長）
岸和田羊一

2/20

判事(部総括）
藤田光代

2/20 2/15 8/40 2/15 8/40

判事
向野剛

l/2 l/2 l/2 l/2

判事
武野康代

2/20 3/15 11/40 3/15 ll/40

判事

富張真紀
2/20 3/15 6/40 3/15 6/40

判事
古市朋子

4/15 11/40 4/15 11/40

判事

吉野内謙志
7/20 9/20 2/5 2/5 2/5

判事補（特）
岡田卓

7/20 9/20 2/5 2/5 2/5

判事補（特）
琴岡佳美

3/15 4/40 3/15 4/40 l/5 l/5 l/5

判事補（特）
樺山倫尚

1/2 l/2 l/2 l/2



(別表2）

本庁少年事件事務分配割合表

※1 「一般保護事件」 とは，道路交通関係事件を除く事件をいう。

※2 「道路交通関係事件」 とは，道路交通法， 自動車損害賠償保障法，道路運送車両法及び自動車の
保管場所の確保等に関する法律各違反事件，車両運転による刑法第209条第1項，第210条，第2
11条違反事件及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反事件をいう。

※3 「雑事件」 とは，本文第1のlの(3)ウ(ｲ)記載の事件を除く雑事件をいう。

少年保護事件

一般(※1） 道路交通関係(※2）

在宅 身柄 在宅 身柄
反則金

不納付

準少年

保護事件
共助事件

雑事件
(※3）

判事(部総括）
向野剛

1／2 1／2 1／2 1／2 1／2 1／2 1／2

判事補（特）
樺山倫尚

1／2 1／2 1／2 1／2 全部 1／2 1／2 1／2



(別表3）

飯塚支部少年事件事務分配割合表

※1 「一般保護事件」 とは，道路交通関係事件を除く事件をいう。

※2 「道路交通関係事件」 とは，道路交通法， 自動車損害賠償保障法，道路運送車両法及び自動車の保管
場所の確保等に関する法律各違反事件，車両運転による刑法第209条第1項，第210条，第211条違
反事件及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反事件をいう。

※3 「集団審判手続」は，判事栩木有紀と判事補（特)鈴木拓磨が月ごとに交替する。

※4 「雑事件」 とは，本文第2の2の(3)イ記載の事件を除く雑事件をいう。

少年保護事件

-･般(※1） 道路交通関係(※2）

在宅 身柄 在宅 身柄
集団審判手続
(※3）

準少年

保護事
件

令状請
求・観
護措置

共助事
件

雑事件

(※4）

判事（支部長）
高橋亮介

1／5 1／5 1／3 1／5

判事

栩木有紀
1／2 2／5 1／2 2／5 1／2 1／3 2／5 1／2 1／2

判事補（特）
鈴木拓磨

1／2 2／5 1／2 2／5 1／2 1／3 2／5 1／2 1／2



(別表4）

久留米支部家事事件事務分配割合表

雑事件とは，基本事件のない家事雑事件をいう。

監護者指定及び子の引渡しの審判（調停から移行したものを除く。以下同じ。 ）並びに同審判を本案とする

保全処分（同審判を調停に付す際に付随している保全処分を含む。 ）

１
２
※
※

審判事件・調停事件

別表第一
事件

1

別表第二事件審判・調停
(保全処分を含む。 ）

! _ 一一－一

及
し
定
渡
指
引
等
ｊ

者
の
判
２

謹
子
審
※

監
び
の
く

及
し
※
事

定
渡
く
く

指
引
等
除

者
の
判
を

護
子
審
ｊ

監
び
の
２

件

一般調停

事件

人事訴訟関係事件

人事訴訟通常訴訟｜保全命令
事件 事件 ｜ 事件

家事共助事
件・雑事件
(※1）

再審

判事(支部長）

判事

岡田健

田中健司

▲ 寺一一一一二 -

判事
向健志

判事
田辺麻里子

判事
三田健太郎

判事補（特）
大西正悟

1／2 2／､4 全部

● 手一一一一一一一一一－一 △圭 申 ÷←● ■一一

1／2 1／4

一元＝卓一一画＝ で ◆０９４１

一一一一凸一ママ－ 4 今÷手 二－ 一一一

1／4

● －－＝一一一一一一

一令 一一一一一一一 一 ●

◆ ●▲ ■一‐宅

2／4

一一一一争争一 一

1/4

－－ ▲

1／4

一一一一一一一

＝一一参一一一一今一一 凸

’ 全部

｡■ゅ 中一一一一一一一一一℃一一一＝凸■一・二 , F■一一一 一一

－1－ －⑤●申bG Dケーー一一一一一勺一一一一舎一●一一一子一●－－←－

士 ÷ 一一 ．一

1／2 1／2

4

1

一一 ◆一一一一一一一七一一ユニー一一一一一■ －

1／2 1／2

争争◇ － －一一■■￥一一一一一一一一一一－－－－－

I

全部

－ 寺－－－－苧

1／2

1／2



(別表5）

久留米支部少年事件事務分配割合表

0

※1 「一般保護事件」 とは，道路交通関係事件を除く事件をいう。

※2 「道路交通関係事件」 とは，道路交通法， 自動車損害賠償保障法，道路運送車両法及び自動車の保管
場所の確保等に関する法律各違反事件，車両運転による刑法第209条第1項，第210条，第211条違
反事件及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反事件をいう。

※3 「雑事件」 とは，本文第4の2の(3)イ記載の事件を除く雑事件をいう。

少年保護事件

一般(※1） 道路交通関係(※2）

一 ÷ 一 一 一÷－

少年法2
－－0条決定

在宅・身柄 在宅・身柄

準少年
保護事
件

令状請

求・観
護措置

共助事
件
雑事件
(※3）

判事

一
●

田中健司

－一一 一 一口 勺 ＝一一一

判事補（特）
大西正悟

1／2 1／2 1／2

一一争一凸 ■一中一 台一一 争 寸 ÷ ◆ 一 一 一 一 一 一一一÷ ◇- つ

1／2 1／2 1／2

1／2

1／2

1／2

1／2

－＝一二一一一＝一一一

全部

一早一▲ ＝ ■ ＝含●－－ ■

全部



ー

(別表6）

小倉支部家事事件事務分配割合表

※1 家事雑事件は，基本事件の担当裁判官が担当し，基本事件のない雑事件は，本事務分配割合表に
より配布する。 ．

審判事件

別表第一
事件

別表第二
事件

調停事件

調停事件

人事訴訟関係事件

1

I

人事訴訟事 ｜通常訴保全命家事共助｜
件 訟事件令事件 ’事件

1

家事雑事
件
(※1）

判事(支部長）
青木亮

一■寺一一一一一一■ ＝ 一 一一一一一一

判事
佐々木信俊
一一一F一－－－ 曲 寺一一

判事
大原純平

一一一一一 一一二一■一

判事補(特）
三好治

一一一一◆ 一 一一一一一

1／3 1／3

■一一で→一 ▽今 一勺 寺 ﾏ ｰ ÷ 一

1／3 1／3

ァ÷ 『一一一合 ﾏ マー今争●一一子一一 一

1／3 1／3

4／20

7／20

一一P ■『 一 一

4／20

一合一●－マー5／20

一一一 一十一－

1／2 1／2

一一 一一今一凸一一一一一一

1／2 1 1／2

‐一一・・一－- ↑ －一一一一-一-一一

一
１
１
１
０
．
１
一
１
１
１
利
‐
０
‐
１
１
，
卜
‐
卜
０
１
‐
１
，
つ
，
・
・
４
１
１
１

２
２
／
／

１
１

◆

１

１

‐

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

‐

寺

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

旧

卜

０

‐

ｂ

０

“

２
》
２

／
一
／

１
－
１

ｌ

ｌ

‐

一
一一一一一一午守

一一一●

‐
ｂ
一
■
１
凸

００－
２

朏
一
〃
一
１
－
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(別表7）

小倉支部少年事件事務分配割合表

※1 「一般保護事件」 とは，道路交通関係事件を除く事件をいう。

※2 「道路交通関係事件」 とは，道路交通法， 自動車損害賠償保障法，道路運送車両法及び自動車の保
管場所の確保等に関する法律各違反事件，車両運転による刑法第209条第1項，第210条，第211
条違反事件及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反事件をいう。

※3 「雑事件」 とは，本文第8の2の(3)イ記載の事件を除く雑事件をいう。

少年保護事件
－－一一一一一一 一一一 幸一一一一

一般※1 道路交通関係※2

~● ~ 一･一一一一一一一一Fーーー一 一 一一一一一－

在宅 身柄 在宅 身柄

準少年保

護事件
共助事件

雑事件
(※3）

判事(支部長）
青木 亮
一一一一＝ 一一一一一一

判事
佐々木信俊
一一一一一一一 ユ ユーー

判事
大原純平

一一一一b－－－－－一一一

判事補(特）
三好治

2／20

－－－－－一↓ l －－－－－当 一 一一一一一

3/20 3/20 3/20 3/20

3／20

令

Ｉ

l

一▲ 凸 望 一 一一一一ﾏ 一一一

3／20 3／20

一一一今一一1 一一

3／20

l
ト

－－今一一一 マ サ●一一一一一一 一 一一－一一一一一一七 一・■●ず

12/20 14/20 14/20" 14/20

1／4

－凸一一一■－ ■T 一‐

1／4

2／4

－－一一一一一

全部

1／4

一一一 ＝一一

3／4


